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教育・保育の提供の開始にあたり、三恵保育園（以下「本園」という。）が利用者に説明すべき内容は、次のとおりです。

１、施設の目的及び運営の方針

◎運営主体
	名称
	社会福祉法人豊生会　

	所在地
	高崎市井野町３５６番地

	電話番号
	０２７－３６１－７５９５

	代表者氏名
	理事長　寺本　欣一治



◎施設の概要
	施設の種類
	保育所

	施設の名称
	三恵保育園

	施設の所在地
	高崎市井野町３５６番地

	連絡先
	TEL　０２７－３６１－７５９５
FAX　０２７－３６１－７６１６

	園長氏名
	田中　園子

	対象児童
	生後３ヶ月（状況に応じて）～小学校就学前の児童

	利用定員
	３号認定子ども　　６０人　　２号認定子ども　　１１０人

	設立年月日
	昭和４８年４月1日

	取扱う保育事業
	延長保育



◎事業の目的
　本園は、児童福祉法第３９条の規定に基づき、保育が必要な子どもの保育を行い、その健やかな成長が図られるような環境の中で、その心身の発達を助長することを目的とします。

２、提供する教育・保育の内容
　本園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育の提供を行います。

◎保育・運営理念
①子どもたちが「今日も来てよかった。明日も来たいな。」と思える保育園
②保護者が安心して子どもをあずけ、働ける保育園
③地域から「あって良かった。」と感じ、言ってもらえる保育園

◎保育目標
①温かな雰囲気の中で、互いの命を大切にできる安定した情緒を育てる。
②様々な体験を通じて、健康をはぐくみ、興味関心をもち、言語力や創造力を育てる。
③高齢者や友達とのかかわりを通し道徳性の芽生えを培い、豊かな人間性を育てる。
〈年齢別保育内容（主活動）・目標等については以下の通りとします。〉
・０歳児…午前中は、担当保育士とのスキンシップを図りながら、室内外遊び、散歩等園外活動を主な保育活動とし、飲食・遊び・午睡をしっかり行う。
・１歳児…探索活動を通して、聞く・見る・触れるなどの経験をし、興味や好奇心を育み一人ひとりの育ちを見守る。
・２歳児…衛生的で安全な環境の中で、心身ともに快適な生活を送る。
・３歳児…保育士や友達とかかわる中で、自分の思いを言葉や行動で表現し伝える。
・４歳児…友達と一緒に様々な経験を積み、つながりを広げ集団としての行動ができるようにな
る。
・５歳児…友達と一緒に園生活を十分に楽しみ、意欲的に遊びや生活に取り組むとともに、主体的に行動して充実感を味わう。

◎保育・教育の提供
・通常利用時間
	利用区分
	利用時間
	休園日

	２号・３号認定
（標準時間）
	月～金曜日　7：30～18：30
土曜日　　　7：30～15：00
	・日曜日
・年末年始
　（12/29～1/3）
・国民の祝日

	２号・３号認定
（短時間）
	月～金曜日　8：30～16：30
土曜日　　　７：30～15：00
	


・延長保育
・通常利用時間外の延長保育を実施しています。
	利用区分
	利用時間
	利用料（１回あたり）

	保育標準時間
	18：31～18：45まで
	100円

	
	18：46～19：00まで
	200円

	保育短時間
	16：30～17：30まで
	100円

	
	17：31～18：30まで
	100円

	
	18：31～18：45まで
	100円

	
	18：46～19：00まで
	200円


*16時31分からの長時間保育は、おやつ代として1回110円がかかります。


◎食事の提供
・献立表は毎月お便りで別途お知らせします。
・アレルギー対応を行っています。特定の食材等の除去が必要とされる場合、医師・保護者と連絡を取りながら対応しますので、担任と栄養士にご相談ください。
・０歳児については、月齢や個人の発達状態を見ながら離乳食とミルクを提供します。
・完全給食ですが、３歳以上児は主食代として１ヶ月一律1,000円を負担していただきます。
・3歳以上児の土曜保育給食費については別途徴収させていただきます。（Ｐ５参照）
〈施設及び設備〉
	園舎
	構造
	鉄筋コンクリート造６階建て（平成６年１１月３０日改築）
　　　　　　（１，２階保育園　　3～６階老人施設）
0歳児室　鉄骨造（平成２８年３月増改築）

	
	延床面積
	1238.48㎡

	園庭
	ひだまり
ポケット園庭
	1092.17㎡
84㎡



	設備
	部屋数
	面　積
	備　　考

	乳児室
	１室
	76.5㎡
	もも組（０歳児）

	ほふく室
	１室
	67.5㎡
	たんぽぽ組（１歳児）

	保育室
	５室
	345.73㎡
	ちゅうりっぷ組（２歳児）

	
	
	
	さくら組（３歳児）

	
	
	
	すみれ組（３歳児）

	
	
	
	ひまわり組（４歳児）

	
	
	
	ゆり組（５歳児）

	調理室
	１室
	46.93㎡
	

	事務室
	１室
	48.0㎡
	



３、職員について
	職種
	人数
	常勤
	非常勤

	園長
	　１人
	　１人
	

	主任保育士
	　１人
	　１人
	

	副主任保育士
	　２人
	　２人
	

	保育士
	 21人
	１1人
	10人

	管理栄養士
	　１人
	　１人
	

	調理員
	　3人
	　１人
	　2人

	調理補助
	　1人
	
	　1人

	事務員
	　１人
	
	　１人

	保育補助
	　2人
	
	　2人


*職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める保育・教育の提供に必要な職員数以上の職員を常に配置しています。
*ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。

４、各年齢別　受入可能人数
	利用区分
	0歳
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳

	2号認定
	
	
	
	40名
	40名
	40名

	3号認定
	15名
	20名
	30名
	
	
	


５、保育料その他の費用
◎利用者負担（基本保育料）
　原則児童の扶養義務者である父母が居住するところの市長村民税額に応じて決定された額。
◎その他、本園の保育・教育において提供する便宜の要する費用については、支給認定保護者から実費の負担をしていただきます。
	項目
	内容・負担を求める理由及び目的
	金額

	給食費
（2号認定子ども）
	主食費
副食費
土曜給食費（利用分）
	月額　1,000円
月額　4,500円
1食　　300円

	月間購読絵本代
	0歳児から絵本に親しむ機会を作り習慣づける。
	400円～500円

	遠足代
（2号認定子ども）
	親子ふれあい遠足バス代他
（目的地により入場料等の負担もあります。）
	およそ４,000円
（保護者分）

	写真代
	卒園・修了記念写真代
	530円～940円

	園児服
（2号認定子ども）
	制服着用により、本園の一員としての自覚と着脱の練習等に活かす。
	6,100円

	通園カバン
（2歳児～5歳児）
	本園専用のカバンを活用することにより効率化が図れる。
	5,200円

	体操服
（2号認定子ども）
	体操教室・音楽教室のほか、遠足や運動会で着用することにより運動しやすく統一感がある。
（2歳児は運動会月に注文・着用）
	5,900円（上下）


◎保護者会会員にかかる利用者負担
　園児一人につき、6ヶ月毎に2,000円ずつ集金する。途中入所及び途中退所については、月額
　300円で徴収返金する。

６、利用の開始及び終了に関する事項
◎入園
　本園を利用するにあたっては次の手続きが必要です。
・「高崎市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書」に必要事項を記載し、保育が必要であることを証する書類（就労証明書、診断書、求職・出産要件に関する申立書等）を添付のうえ、高崎市が定める期限までに提出してください。

◎退園・転園・変更
・退園を希望する場合は、認定取消申請書・保育の実施解除申請書を退園する月の20日までに高崎市へ提出します。
・市外へ転出する場合は、転出が決まった時点で事務室又は担任へお伝えください。
・お申込内容に以下のような変更があった場合は速やかに事務室又は担任にお伝えいただき、「認定事項変更（申請・届出）書」を提出してください。
　*住所の変更
　*保育の必要事由の変更（労働から求職、労働から妊娠・出産など）
　*保育必要量の変更（就労先・就労時間（日数）等の変更）
　*世帯状況の変更（婚姻、離婚、世帯員の増減、保護者の変更など）
◎利用の終了に関する事項
本園は、以下の場合には保育・教育の提供を終了します。
・園児が小学校就学の始期に達したとき。
・支援法施行規則第一条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
・市町村が保育園の利用継続が不可能であると認めたとき。
・その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

７、緊急時の対応及び非常災害対策
◎緊急時等における対応方法
・本園は、保育・教育の提供中に園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じます。
・保育・教育の提供により事故が発生した場合は、市保育課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
・園児に対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、加入している保険にて速やかに損害賠償を行います。
	保険の種類
	保育園総合保険

	保険の内容
	傷害保険・主催行事参加者傷害保険・賠償責任保険



◎非常災害対策
　本園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施します。
	消防計画
	高崎市北消防署　　令和５年２月１５日届出

	
	防火管理者
	アミカル施設長　水越　厚子

	避難訓練
	火災・地震等を想定した避難訓練を毎月実施します。また、年に1回不審者対応訓練や風水害訓練を行ない、3月には北消防署員の指導の下火災訓練を行います。

	防災設備
	自動火災報知機・誘導灯設備・防排煙設備・スプリンクラー
消防機関へ通報する火災報知器・避難器具・消火器具

	避難場所
	中尾中学校

	園児の引渡し
	上記避難場所の、より安全な場所で職員が行います。





８、虐待防止のための措置
　本園は、園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。
①人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
②職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
③虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
④その他虐待防止のために必要な措置
・前項②における虐待等の行為とは、高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年12月22日高崎市条例第37号。以下「市運営基準条例」という。）第25条に規定する行為をいう。
・本園は、保育・教育の提供中に、本園の職員又は養育者（支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者）による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、高崎市、児童相談所等適切な機関に通告します。

９．要望・相談・苦情等の受付
　本園は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付の窓口を設置（「よい保育の箱」）し、保護者に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じます。
	相談窓口
	・受付担当者　　主任保育士　佐藤真寿美、副主任保育士　今珠美・相原幸一
　　　　　　　　総務課　　　　山田　佑奈
・解決責任者　　本部事務局長　　　　井草　修一
　　　　　　　　園　　　　長　　　　田中　園子
・受付時間　　　９時～１７時（月～金）
・電話番号　　　三恵保育園　　　　　　　　027-361-7595
　　　　　　　　豊生会本部事務局　　　　　027-363-3311
　　　　　　　　久保奈津江（第三者委員）　027-378-2734
　*担当者が不在の場合は、本園職員までお申し出ください。

	第三者委員
	久保　奈津江
	役職・肩書等　　法人監事/元福祉施設長

	
	森下　礼治
	役職・肩書等　　法人監事/元地方公務員


・苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、その結果必要な改善を行います。
・苦情内容及び苦情に対する対応、改善策については記録します。　

10、健康管理・衛生管理
　本園では、園児に対して市設備基準条例に規定する利用開始時の健康診断及び年2回の定期健康診断を実施しています。
◎提携する医療機関等
	種類
	嘱託医（内科）
	嘱託歯科医

	病院名
	浜尻クリニック
	加納歯科医院

	所在地
	高崎市浜尻町216-5
	高崎市小八木町2010-24

	院長名
	冨澤　健史
	加納　将貴

	電話番号
	027-363-8311
	027-362-3126


・出席停止の伝染性疾患にかかった場合は、医師による「治癒証明書」が必要です。
・保育園での投薬は原則として行いません。やむを得ず飲ませなければならない場合は、医師による「与薬指示書」が必要になります。
　*いずれも用紙は保育園にありますので申出てください。（HPからもダウンロードできます。）

11、守秘義務及び個人情報の取扱いについて
◎秘密の保持
　本園の職員は、業務上知り得た園児及び支給認定保護者の秘密を保持します。
・地域子育て支援事業を利用した園児やその家族の秘密を保持します。
・職員でなくなった後においても同様に秘密を保持します。
◎園児及びその保護者等に係る個人情報については、以下の目的のために必要最小限の範囲内において使用します。
・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園にあたり入学先の小学校との間で情報を共有すること。
・市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利用すること。
・緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。
・HPや園だより等で日々の活動や行事の様子などの写真を掲載するため、保護者の方には「写真掲載承諾書」を提出していただきます。

12、その他園からのお願い
　本園の利用にあたっては、以下の事項にご協力ください。
◎園からの連絡は、「園だより」「クラスだより」その他の印刷物及び「はいチーズ！」アプリでお知らせします。必ずお読みになり、提出物に関しては期日を守ってください。
◎業務のＩＣＴ化により、登降園の際はQRコードでの登録をお願いしています。3歳以上の園児は自分で行いますが、0・1・2歳児については保護者の方が登録を行ってください。
◎登園は9：10までです。欠席や遅刻などの連絡は、電話または「はいチーズ！ノート」の連絡帳でお知らせください。9：10を過ぎてしまった場合は、電話のみの対応となります。また、10時を過ぎての登園は、保育に支障をきたすため原則お預かりが出来ません。
◎保護者の方のお仕事がお休みの時のお迎えは、16時までに来てください。（駐車場が混みあいますので、早めのお迎えにご協力をお願いします。）
◎土曜保育を希望される方は、年間の申請書に加え、毎月の申込書が必要になります。前の月に用紙を受け取られたら25日までに必ず提出して下さい。
◎行事の際の駐車場使用については、「駐車許可証」が必要になります。事前に指定の用紙でお申し込みください。また、駐車場には限りがありますので、お迎えの後は速やかにお帰り下さるようご協力ください。
◎持ち物にはすべて名前を記入してください。
◎園の敷地内はすべて禁煙です。また、携帯電話を使用しながらの送迎はご遠慮ください。
◎入園式に配布する年間行事表を参考に、保護者の方の行事への参加にご協力ください。
・希望保育（年末年始・夏期・年度末年度始）では事前に申請が必要です。園から申込書を配布しますので、必ず期日までに提出してください。
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